
令和６年度 生徒心得 
 

◆基本方針及び原則 

私たちは在学期間をとおして、社会人基礎力や専門性、さらには未来を切り拓く資質・能力を身に付け、熊本

の創造的復興と地方創生に寄与するグローバルな視野を持つリーダーとなることを目指す。 

 

１ 学校生活 

学習活動（授業・学校行事等）の目標を達成することを最優先とする。また、学習活動に専念するために健康

面や安全面において必要な取り組みに、適切に対処する。ただし、他の生徒の学習する権利や安心・安全を

侵害しない。 

２ 整容 

阿蘇中央高校の生徒として、地域の方々に好感をもっていただくよう、身だしなみを整える。そのことによ

り、自身の印象を大事にする素養を育てるとともに、学習活動に専念する態度の醸成に努める。 

３ 情報通信機器・インターネットの使用 

携帯電話やスマートフォン等の情報通信機器の健全かつ適切な利用の仕方を学ぶとともに、ネット社会にお

ける加害者並びに被害者にならないよう、知識・技能及び思考力・判断力を身につける。 

４ 校外の生活 

本校生徒としての自覚を持ち、地域社会を担う一員としてふさわしい行動を心がける。 

５ 交通 

地域社会の一員として、交通に関する法令及び交通マナー・モラルを遵守する。各種の免許取得、自転車通

学は別途規定を遵守する。 

６ アルバイト 

学業や部活動を優先とし、原則としてアルバイトは行わない。ただし、必要な場合は別途規定に基づき、申

請し許可を受ける。 

７ 問題行動 

学校生活における心得、社会生活における各種法令及び人権の尊重に反する行為はしない。 

８ 本心得の見直しについて 

本心得は、年に一度は見直しを行う。 

 

◆細則 

１ 学校生活 

（１）登校時間は午前８時３０分までとする。 

（２）諸事情により欠席・遅刻・早退等の場合は必ず学校へ連絡・報告する。 

（３）下校時刻は原則午後４時５０分とする。 

（４）学校の備品及び共有物については、不正使用、破損等のないように取り扱う。 

（５）個人の所持品には記名するなど、紛失・盗難が発生しないよう配慮する。 

（６）定期考査等において不正行為及びそれに類する行為は行わない。（「試験上の注意事項」を遵守する。） 

 

２ 整容 

（１）服装 学校指定の制服（着用者名の刺繍あり）を以下の通り着用する。また登下校においては原則、制服

を着用する。 

①冬   服  ： ブレザーを着用する。長袖シャツはネクタイ・リボンを着用する。 

セーターは学校指定のものを着用する。 

②中 間 服 ： 長袖シャツのみ、また長袖シャツとセーターの着こなしを中間服とする。 

③夏   服  ： 半袖シャツはネクタイ・リボンを着用しない。 

※移行期間 ： 一斉の移行期間・時期は設けない。自身の体調等に合わせて移行する。 

④靴      ： 安全に着用・通学できるものを着用する。 

⑤靴  下  ： 学校指定の靴下が望ましいが、学校指定以外の靴下も可とする。 

ただし色は※黒・紺・白・グレーの単色とする。 

またタイツは気候・体調に合わせて着用する。タイツの色は黒とする。 

⑥防寒着  ： 原則、学校指定の防寒着（体育の授業時のウィンドブレーカー）とするが、それ以外の防寒着

（黒系のもの）も可とする。ただし、防寒着着用の際は中にブレザーを着用すること。また学校

指定外の防寒着の着用は登下校時においてのみとする。 

 



※式典の際は、次の通り着用するものとする。 

・中間服・冬服の場合はネクタイを着用する。 

・靴  下  ： スラックス着用時：黒・紺の単色で着席時に脚部（肌）が見えない長さのものとする。 

スカート着用時：学校指定の靴下又は黒色のタイツとする。 

（２）頭髪 

①髪で目を覆わない。 

②長い場合、式典等においては束ねる。 

③極端な刈り込みが表に見えるヘアスタイルはしない。 

④パーマ、染色は原則禁止とする。パーマ、染色をした場合には、元に戻す。 

（３）その他 

①化粧水、日焼け止め等の肌を保護する目的以外の化粧行為は禁止とする。 

②ピアス（穴をあける行為を含む）やネックレス等のアクセサリー類を身につけることは原則禁止とする。 

 

３ 情報通信機器・インターネットの使用 

（１）携帯電話・スマートフォン等の学校敷地内の使用は原則禁止とする。校内では電源を切り、バッグ等に収

納する。必要な場合においては昼休み、放課後においてのみ、各校舎、所定の場所で使用することができ

る。 

（２）学習用タブレット端末等の使用については、熊本県の「熊本県立学校学習者用端末等取扱規程」ならびに 

本校の「熊本県阿蘇中央高等学校学習者用端末等活用規程」を順守する。 

（３）ＳＮＳ利用等（インターネット）における他人への誹謗中傷や個人情報の流布等、不適切な使用をしない。 

 

４ 校外の生活 

深夜徘徊について：熊本県青少年保護育成条例（午後１１時～翌午前５時の外出）に違反しない。 

 

５ 交通 ※次の（１）～（３）は、別途説明会を行う。 

（１）自動車免許の取得 

３年次において、以下の条件の下に許可される。 

①進路が決定している（又は準ずる）  ②成績不振科目がない  ③各種納入金等が完納している。 

（２）自動二輪車免許の取得 

原則禁止。ただし、３年次において、必要に応じ審議が行われる。 

（３）原付バイクでの通学および免許の取得 

以下の条件の下、通学に使用する場合に限り、免許の取得が認められる。 

①自宅から学校までの距離が、原則８km以上３０km以内（地理的事情・公共交通機関等を考慮し審議 

が行われる。） 

②満１６歳後の春季休業中以降の受験 

    ＊留意事項：原付バイク免許を取得した場合は任意保険の大切さを理解し、保護者と相談のうえ加入する。 

（４）自転車通学 

「自転車通学許可願い」の手続きを踏んで許可される。 

    ＊留意事項：自己の安全を確保するためにヘルメットの着用に努める。 

 

６ アルバイト 

（１）諸事情により「通年アルバイト」が必要な場合は、以下の条件の下に審議が行われる。必要な申請を 

行い、許可を受ける。 

①家庭の事情（経済的支援）  ②成績不振がない  ③学校生活に問題がない 

（２）長期休業期間及び 3年次家庭学習期間は、別途規定に基づき説明を受け、申請し許可を受ける。 

（３）諸事情により家業手伝いが必要な場合は、原則同一家計であることとする。 

 

７ 問題行動 

上記に反する等の問題行動が発生した場合、学校は生徒の今後の学校生活及び社会生活のために、反省

及び振り返り等の指導・支援、懲戒処分または特別な指導を行う。 

 

以上、阿蘇中央高校生の基本的な在り方として、誇りと自覚を持ち、責任と規律ある学校生活を送りながら、互

いに認め合い、励まし合うことで自尊心を育めるよう努める。 


